
表１ 誘導施設の設定 

大分類 小分類 

都市機能誘導区域 

中心拠点 

（小城町） 

地域拠点 

（牛津町） 

生活拠点 

（三日月町） 

生活拠点 

（芦刈町） 

医療施設 

病院 ○（維持） ― ― ― 

診療所 (※1 小児科) ○（維持） 
○ 

(維持、※1 確保) 
○（維持） ○（維持） 

行政施設 

市役所 ― ― ○（維持） ― 

支所・出張所 ○（維持） ○（維持） ― ○（維持） 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ・公民館等 ○（維持） ○（維持） ○（維持） ○（維持） 

福祉施設 

高齢者福祉施設【通所型】 ― ― ― ― 

高齢者福祉施設【入所型】 ― ― ― ― 

高齢者福祉施設【訪問型】 ― ― ― ― 

保健福祉センター ― ― ― ― 

子育て支援

施設 

児童館・児童センター ― ― ○（維持） ― 

保育所 ― ― ― ― 

認定こども園 ― ― ― ― 

教育文化 

施設 

幼稚園 ― ― ― ― 

小学校 ― ― ― ― 

中学校 ― ― ― ― 

高等学校 ○（維持） ○（維持） ― ― 

大学 ○（確保） ― ― ― 

図書館・図書館分館（室） ○（維持） ○（維持） ○（維持） ○（維持） 

商業施設 

スーパー ○（維持） ○（維持） ○（維持） ○（確保） 

ドラックストア ― ― ― ― 

コンビニエンスストア ― ― ― ― 

金融施設 

銀行・信用組合等 ○（維持） ○（維持） ○（維持） ― 

郵便局 ○（維持） ○（維持） ○（維持） ○（維持） 

※ ○印：誘導施設として位置付け、維持・確保する施設 

  －印：既存施設が都市機能誘導区域の周辺に立地しているため、利用圏域（小学校区

程度）を考慮し、誘導施設としては位置付けない施設 

 

※ 今後の検討に応じて、誘導施設については追加・変更を行う可能性があります。 

  



表２ 誘導施設一覧表 

 

大分類 小分類 定 義 

医療施設 

病院 
医療法第 1 条の 5 に規定する病院及び診療所の内、内科・外

科・整形外科・小児科のいずれかを診療科目としているもの 
診療所 

行政施設 

市役所 地方自治法第 4 条第 1 項に規定する施設 

支所・出張所 地方自治法第 155 条第 1 項に規定する施設 

コミュニティセンター・

公民館等 

地域活性化の拠点として文化・交流等の都市活動・コミュニ

ティ活動を支える施設の内、地域住民が利用できる集会議室機

能を備える施設 

福祉施設 

高齢者福祉施設【通所型】 

老人福祉法第 20 条の 2 の 2 に規定する入浴、食事等の介護、

その他の便宜を供与する施設 

同法第 20 条の 7 に規定する健康の増進、教養の向上及びレ

クリエーションのための便宜を供与する施設 

高齢者福祉施設【入所型】 

老人福祉法第 20 条の 3 に規定する養護する施設 

同法第 20 条の 4 及び第 20 条の 5 に規定する養護する施設 

同法第 20 条の 6 及び第 29 条に規定する食事の提供その他

必要な便宜を供与する施設 

同法第 5 条の 2 に規定する認知症高齢者の入浴、食事等の介

護その他日常生活上の援助をする施設 

高齢者福祉施設【訪問型】 
老人福祉法第 20 条の 7 の 2 に規定する居宅において相談に

応じ、助言その他の援助を総合的に行う施設 

保健福祉センター 地域保健法第 18 条に規定する施設 

子育て支援

施設 

児童館・児童センター 児童福祉法第 40 条に規定する児童館等 

保育所 児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する保育所 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律第 3 条、第 17 条第 1 項に規定する認定こども園 

教育文化 

施設 

幼稚園 学校教育法第 1 条に規定する幼稚園 

小学校 

学校教育法第 1 条に規定する学校 中学校 

高等学校・大学 

図書館・図書館分館（室） 図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館 

商業施設 

スーパー 

大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定する店舗面積

1,000 ㎡以上の商業施設（共同店舗・複合施設等含む）で、生

鮮食料品を取扱うもの 

ドラックストア 
大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定する店舗面積

1,000 ㎡以上のもの 

コンビニエンスストア 食品や日用雑貨など多数の品種を扱う小規模な店舗 

金融施設 
銀行・信用組合等 

銀行法第 2 条に規定する銀行、中小企業等協同組合法第 3

条及び協同組合による金融事業に関する法律第 3 条に規定す

る信用組合、労働金庫法に基づく金庫 

郵便局 日本郵便株式会社法第 2 条第 4 項に規定する郵便局 


